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令和   年   月  日 

 

公益財団法人奈良県地域産業振興センター 

  理事長 奥田 喜則 様 

 

 

所属機関名又は事務所名：          

                      

 

申請者氏名：              印 

 

 

 

「令和２年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」 

（よろず支援拠点コーディネーター）に係る応募申請書 

 

「令和２年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業」（よろず支援拠点コー

ディネーター）について、下記の書類を添えて応募いたします。 

 

 

記 

 

（１）コーディネーター応募申請書（様式１）  

（２）暴力団排除に関する誓約書（様式２） 

（３）その他添付書類 
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（様式１） 

コーディネーター候補応募申請書 

本様式は、コーディネーター候補応募者自身に記入していただく様式です。 

※の項目については、本応募に関する連絡先を記載してください。 

ふりがな 所属機関名又は事務所名 

氏  名 

 

 

 

生年月日  年  月  日生（  歳） 

 

役 職 

 

※住所：〒 

※電話番号： 

※メールアドレス： 

主な資格（学位を除く・支援業務に必要な保有資格のみを記載してください） 

 

履歴事項 
（始 期） （終期・現職） （役職） 

年  月 年  月  

年  月 年  月  

年  月 年  月  

年  月 年  月  

年  月 年  月  

（１）コーディネーター候補に応募しようと考えた動機について 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）コーディネーターとなった場合に活動を希望する都道府県 

 

（３）コーディネーターとなった場合に本事業に従事できる日数について 

週   程度、年間   日 
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（４）活動を希望する地域の中小企業支援における課題や、中小企業者が抱える課題について分析し、

今後よろず支援拠点でどのような支援を行いたいか記載してください。 

その際、あなたが公募要領上求められている能力や要件を満たしていることがわかる形でご記

入ください。(１，０００字程度) 
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（５） 以下の企業が相談に来た場合、どのような提案を行うか記載してください。 

(各１，０００字程度) 

＜相談内容１＞ 

家族(父、母、妻、自分)とアルバイトの従業員２人で洋菓子店を経営している４５歳男性。近隣に大

規模な団地があるため、誕生日ケーキのバリエーションの多さを売りにしている。近年、原材料費の

高騰で利益が減少していることに加え、少子化の影響のため誕生日ケーキの売上も年々減少している。

また、長年勤務していたベテランアルバイトが来月で１人退職予定。ハローワークに求人を出してい

るが、応募者は少なく、採用の目途が立っていない。オーブンもかなり古くなってきており、人手不

足解消、設備導入等により生産性向上に取り組みたいので、アドバイスが欲しい。 

 

【提案】 

＜相談内容２＞ 

社長（女性５２歳）と従業員２名（３５歳、２３歳いずれも女性）で、地方都市でマッサージ店を経営

している。創業６年目。女性顧客専門店とし、骨盤矯正、小顔マッサージ、ヘッドスパなどのメニュ

ーを取りそろえ、アロマやハーブティーサービスなどを充実させている。 

立地は最寄り駅から徒歩５分であるが、ビルの３階で路面から目立たず駐車場がない。郊外店舗の競

合等で、新規顧客獲得に苦戦している。来客は日曜と平日夜に偏っており、来客の増加と平準化に取

り組みたいので、アドバイスが欲しい。なお、ＰＲはホームページで行っており、顧客情報は市販の

表計算ソフト、予約は電話で受け付けている。 

 

【提案】 
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（様式２） 

 

年 月 日 
公益財団法人奈良県地域産業振興センター 
 理事長 奥田 喜則 様 
 

申請者住所（郵便番号・事務所所在地） 
申請者氏名（申請者氏名） 印 

 
 

暴力団排除に関する誓約書 
 
 

令和２年度中小企業・小規模事業者ワンストップ総合支援事業（よろず支援拠点コーディネーター）を

応募するにあたり、当社（個人である場合は私、団体である場合は当団体）は、以下のいずれにも該当し

ません。 
この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議

は一切申し立てません。 
 
１ 法人等（個人、法人又は団体をいう。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法

律（平成３年法律第 77 号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）であるとき又は法人

等の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所（常時契約を締

結する事務所をいう。）の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与して

いる者をいう。以下同じ。）が、暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）

であるとき 
２ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき 
３ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは

積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき 
４ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれと社会的に非難されるべき関係を有し

ているとき 
 


